
文の京景観賞実施要綱 

 

２１文都計第１６４号 平成２１年５月２９日 区長決定 

２５文都計第１０１９９号 平成２６年２月６日 改正 

３０文都住第１６８号 平成３０年６月１日 改正 

２０２０文都住第３２号 令和２年４月２２日 改正 

２０２１文都住第２４号 令和３年４月１４日 改正 

 

 （目的）  

第１条 この要綱は、区の区域内（以下「区内」という。）の景観を形成している建築物

等、優れた景観づくりに貢献した地域活動及び児童の撮影した景観に係る写真を、文京

区景観づくり条例（平成２５年９月文京区条例第３５号。以下「条例」という。）第２

３条の規定により文の京景観賞（以下「景観賞」という。）として表彰することで、区

民及び事業者の景観形成に対する意識の向上を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 建築物等 建築物、門・塀等の工作物、道路、公園、橋、広告物、花壇、緑化、

まち並み等をいう。 

⑵ 児童 区内在住又は在学の６歳に達した日以後の最初の４月１日から１２歳に達

した日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいう。 

（実施） 

第３条 景観賞の表彰は、原則として、毎年度１回実施し、次条各号に掲げる部門に該当

するものをそれぞれ１点ずつ決定するものとする。 

（部門の種類） 

第４条 景観賞には、次に掲げる部門を設ける。 

 ⑴ 都市景観部門   

 ⑵ 景観づくり活動部門   

⑶ こども景観写真部門   

（表彰対象物件等） 

第５条 前条各号に掲げる部門の表彰の対象となる物件等（以下「表彰対象物件等」とい

う。）は、次の各号に掲げる部門に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 ⑴ 都市景観部門 区内の建築物等のうち、「文の京」らしさがあふれる景観を形成し

ていると認められるもの 

⑵ 景観づくり活動部門 住民及び団体が区内において行う活動のうち、美しいまちづ

くりに貢献していると認められるもの 

⑶ こども景観写真部門 児童が撮影した区内の景観に係る写真のうち、まち並みやま

ちの賑わいが表現され、構図やアイデア等に優れていると認められるもの 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定

により指定し、若しくは登録された文化財又は東京都文化財保護条例（昭和５１年東京

都条例第２５号）若しくは文京区文化財保護条例(平成４年３月文京区条例第２８号)の

規定により指定された文化財は、表彰対象物件等としない。 

（募集） 

第６条 表彰対象物件等の募集は、公募により行うものとする。 

２ 前項の公募は、文の京景観賞応募用紙（別記様式）により、別に定める募集期間内に

行うものとする。 
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（表彰分科会） 

第７条 文京区景観づくり条例施行規則（平成２５年１０月文京区規則第７１号）第２７

条第１項に規定する表彰分科会（以下「表彰分科会」という。）は、条例第２５条第１項

に規定する景観づくり審議会（以下「審議会」という。）の委員であって、次に掲げる者

のうちから区長が選任する委員６人以内で組織する。 

 ⑴ 学識経験者 １人 

 ⑵ 区民等 ５人以内 

２ 表彰分科会には、座長を置き、学識経験者をもって充てる。 

３ 座長は、表彰分科会を代表し、会務を総理する。 

４ 表彰分科会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

５ 表彰分科会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決

するところによる。 

６ 座長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を表彰分科会に出席させて意見を

聴くことができる。 

（選考） 

第８条 表彰対象物件等の選考は、表彰分科会による１次選考及び審議会による最終選考

の方法により行う。 

２ １次選考は、第６条の規定により公募のあった表彰対象物件等に対し、別表に定める

選考基準（以下「選考基準」という。）に基づき、次の各号に掲げる部門に応じ、当該

各号に定める方法により行うものとする。 

 ⑴ 都市景観部門 書類審査及び現地調査 

⑵ 景観づくり活動部門及びこども景観写真部門 書類審査 

３ 最終選考は、１次選考を通過した表彰対象物件等に対し、選考基準に基づき、次の各

号に掲げる部門に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 

 ⑴ 都市景観部門 書類審査及び現地調査 

 ⑵ 景観づくり活動部門及びこども景観写真部門 書類審査 

（表彰） 

第９条 前条の規定により最終選考を通過した表彰対象物件等（以下「受賞物件等」とい

う。）の表彰は、審議会において、区長が行う。 

２ 前項の表彰の対象となる者は、次の各号に掲げる部門に応じ、当該各号に掲げるもの

とする。 

 ⑴ 都市景観部門 受賞物件等の事業主、設計者、施工者その他建築行為等の事業活動

を行う者 

 ⑵ 景観づくり活動部門 受賞物件等を実施した者（団体にあっては、その代表者） 

 ⑶ 子ども景観写真部門 受賞物件等を撮影した児童 

（発表） 

第１０条 前条第１項の規定により表彰を受けた受賞物件等は、区報及びリーフレット等

で公表する。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、景観賞の実施に関し必要な事項は、都市計画部

長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。 



別表（第８条関係） 

文の京景観賞 選考基準 

都市景観部門 

新たな景観の創出や隠れた魅力を再発見するなど、「文の京」にふさわしい景観を形成して

いるもの 

１ 
形態や意匠が優れ、個性豊かな都市景観

を形成しているもの 
５ 

区の景観特性である起伏に富んだ地形

を生かしているもの 

２ 
歴史性・文化性に配慮し、良好な都市景

観を形成しているもの 
６ 

連続性や一体感により、区の魅力が生か

されているもの 

３ 
地域の特色をデザインに生かし、良好な

都市景観を形成しているもの 
７ 緑豊かなまち並みを形成しているもの 

４ 
他の模範となるもので、良好な都市景観

を形成しているもの 
８ 

潤いと安らぎのある景観を形成してい

るもの 
 

景観づくり活動部門 こども景観写真部門 

住民及び団体の活動を通じ、「文の京」の景

観づくりに貢献しているもの 

児童の視点で、まち並みやまちの賑わいが撮

影されているもの 

１ 
独創性のある活動を、現在まで継続的に

行っているもの 
１ 

児童が撮影したもので、構図やアイデア

に児童の感性が生かされているもの 

２ 
活動内容が周辺住民の理解を得られや

すく、誰もが参加しやすいもの 
２ 

建築物や自然、人々の活動など、区の景

観特性を表現しているもの 

３ 
行政、NPO、企業その他の活動団体との

連携が図られているもの 

４ 
活動の認知度や評価が高く、景観づくり

の普及に貢献しているもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



別記様式（第６条関係） 

第  回文の京景観賞応募用紙 
 

応 募 者 

氏  名  年 齢      歳 

住  所 
〒                        TEL  

                           FAX  
 

部門 
（○を付ける。） 

１ 都市景観部門   ２ 景観づくり活動部門   ３ こども景観写真部門 

タイトル 
 

 

所在地    
(活動、撮影場所) 

文京区 

※都市景観部門に建築物を応募する場合は、以下を分かる範囲でご記入ください。 

自薦・他薦 
（○を付ける。） 

１ 自薦 （自薦とは、事業主・設計者・施工者からの応募です。）  ２ 他薦 

事 業 主  施 工 者  

設 計 者  敷地面積  

※景観づくり活動部門に応募をする場合は、以下をご記入ください。 

活動代表者（氏名）  

活動代表者連絡先  

活 動 内 容  

 

応募理由や説明（簡潔に） 

 

 

 

 

 

募集のきっかけ 
（○を付ける。） 

１ 区報    ２ ポスター・ちらし    ３ CATV    ４ ホームページ     

５ その他（                 ） 

写真貼付欄 

Ｌサイズ：８９ｍｍ×１２７ｍｍ 

                             
※  ここは、事務局で記入  

部 門 受付番号 

  
                                    


